
①協議事項８「委員会傍聴者対応の見直し」を協議

②協議事項８の協議終了

③中間報告書の案文の調整

④中間報告書の案文の確定 ⑤議長へ中間報告書の提出

⑥議長が代表者会議に中間報告書を配付し，
代表者会議において，議会活性化推進会議の
延長等について協議

　　（⑧代表者会議の協議結果を受けた対応） ⑦協議終了

議会活性化推進会議の会議の流れ 同会議以外の流れ

中間報告等の流れ


